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名古屋市精神保健福祉センター所報 
第２０巻 令和２年度版（２０２０年度版）より 

精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療（精神通院医療）の判定 

平成１１年の精神保健福祉法の改正にともない、平成１４年度から精神障害者通院医療費公

費負担及び精神障害者保健福祉手帳に関する判定業務を精神保健福祉センターで行うこと

となった。平成１８年度からは、障害者総合支援法（制度開始時は障害者自立支援法）に基づく

自立支援医療（精神通院医療）の判定業務を行っている。 

精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療（精神通院医療）申請のうち、診断書添付の申

請については判定委員により、また年金証書の写し添付の申請については各年金事務所に照

会の上、判定を行った。 

精神障害者保健福祉手帳 

１．令和２年度申請状況 

 診断書 年金証書 合計 

当該年度における申請者数 

（ ）内は更新者数再掲 

10,183 

（7,423） 

4,595 

（4,354） 

14,778 

（11,777） 

２．精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移                ３月末現在 

年度 

区分 
H28 H29 H30 R1 R2 

１ 級 
1,399 

（６.２%） 

1,444 

（6.0%） 

1,472 

（5.7%） 

1,591 

（5.8%） 

1,679 

（5.8%） 

２ 級 
14,488 

（64.0%） 

15,386 

（63.8%） 

16,161 

（62.9%） 

１７，２３３ 

（62.4%） 

18,167 

（62.4%） 

３ 級 
6,752 

（29.8%） 

7,287 

（30.2%） 

8,062 

（31.4%） 

8,788 

（31.8%） 

9,274 

（31.8%） 

計 22,639 24,117 25,695 27,612 29,120 

自立支援医療（精神通院医療） 

自立支援医療（精神通院医療）受給者証所持者数の推移     ３月末現在 

年 度 H28 H29 H30 R1 R2 

所持者数 33,971 36,273 38,268 41,124 48,320 
 

令和 3 年 11 月 29 日（月） 
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